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景品表示法検討会のとりまとめに向けた意見 
 
 

今般の景品表示法検討会では同法への確約手続の導入を中心に検討が行われています。

確約手続の目的としては一般的に、迅速な違法行為の抑止、排除措置や課徴金納付では達

成されない柔軟な解決などが挙げられるところですが、景品表示法への導入にあたって、

こうした目的に沿った形で制度設計が進むことを期待します。 
何よりも確約手続が「安易に活用」されて、法執行が緩んでしまわないようにしなけれ

ばなりません。そのためには適切な対象事案の選定が重要になります。確約手続を活用し

ないと時間がかかり過ぎる事案であるのか、措置命令と課徴金納付命令だけでは柔軟で消

費者保護に資する解決を導けない事案であるのか、といった視点からガイドライン等で適

切に対象事案の要件を明確にすべきと考えています。 
本意見書では、第 9 回検討会で示された骨子案のうち、特に（特定）適格消費者団体の

活動に直接的に関わると思われる部分について意見を申し上げます。検討会でのご議論の

参考にしていただければ幸いです。 
 

１．確約手続について（第 9 回での報告書骨子案 p3～） 
＜意 見＞ 
（1）不当表示（優良誤認表示・有利誤認表示）の内容、態様・実態との乖離の程度等に鑑

み、最初から消費者を誤解させて不利益な取引に誘引するような悪質性の重大な詐欺的

事案については確約手続の対象から排除できるような制度設計の建て付けを工夫してく

ださい。 
（2）確約計画の重要な中核的要素として「自主返金」を位置づけてください。但し、業種・

業態・商品役務の内容・価格帯等によっては返金対象とすべき消費者の特定と返金実施

が事実上不可能な事業分野も存在するため、かかる場合には自主返金以外の柔軟かつ効

果的な被害回復方法が検討されるべきです。 
（3）このような確約計画が適切な内容として策定され、また将来的な同種違反行為の事前

抑止にも役立つように、消費者庁における確約計画の承認手続に際しては、当該不当表

示事案について確約手続の利用を認めるか否かの承認の可否の点も含め、確約手続承認

の手続過程に適格消費者団体・特定適格消費者団体を含む第三者から広く意見募集を行

う機会が付与され、また承認された確約手続の内容は可能な限り具体的に一般に公表さ

れるべきです。 



＜理 由＞ 
（1）について 
〇 このような悪質性の高い不当表示を行った違反事業者が、確約手続を利用することに

よって不特定多数の消費者から収奪した不正な利得を保持したまま社会的・経済的責任

を容易に免れることになるようでは、景表法上の措置命令・課徴金納付命令を通じた執

行力が現状よりも大幅に低下してしまう懸念があるからです。 
〇 この点、独禁法上の確約手続においても、独禁法違反行為の全てを対象としているの

ではなく、①ハードコアカルテル（談合・価格カルテル等）、②過去 10 年以内の違反行

為のくり返し、③刑事告発相当の悪質かつ重大な違反被疑行為については対象外とされ

ており、景表法違反についても同様に一定範囲の悪質行為は対象外とすることのできる

枠組みが必要です。 
（2）について 
〇 景品表示法の課徴金制度には「返金措置の実施による減額」も併せて定められ、被害

者への返金が促されていますが、これまでに返金措置が実施されたのは 4 件に止まり、

有効に機能しているとは言えません。こうした状況については報告書の＜問題の所在＞

にも記述されるべきであると考えます。 
〇 独禁法における確約手続においては、独禁法違反行為によって経済的被害を受けた同

業他社に対する経済的被害の補償が確約計画に盛り込まれることは必須条件とはされて

いません。しかし、独禁法違反行為と景表法違反の不当表示とを比較すると、違反行為

から個々の消費者が受ける経済的被害の因果関係がより直接的であり、当該不当表示に

よって被害を蒙った個々の消費者の被害回復を可能な限り盛り込むべきことが強く要請

されます。従って、上記の現状をふまえ、確約計画の認定にあたっては返金計画を重要

な要素として位置付けて施行令・施行規則、あるいはガイドライン等に明記するべきで

す。 
〇 他方、自主返金先の個々の消費者特定・確認が事実上困難ないし不可能な業態の事業

者については、他の柔軟な方法、例えば将来的に確約計画認定以降の不当表示対象範囲

の全商品・役務について、商品・役務の内容・取引条件を消費者の誤認を生じた不当表

示の内容に合致させるように逆に改善させる、販売価格を減額させる、ポイントを付与

する等、不正な利得を保持させないようにする様々な施策が考えられます。 
〇 更に、柔軟な対応の一例としては、通常の課徴金納付命令においてはいわゆる規模基

準によって裾切りの対象とされてしまう比較的小規模な被害についても自主返金を実施

させる、あるいは対象商品等の売上げの 3％に止まる課徴金算定率の範囲で返金すれば

一律に課徴金納付命令を免れるとするのではなく、悪質事案で違反事業者の利益率が非

常に高率であることが確認されている事案については、自主返金の金額の売上額に対す

る比率をより高率設定する等の消費者庁における承認条件に係る裁量的判断を可能にす

る等の対応も考えられます。 
（3）について 
〇 上記のとおり、景表法上の不当表示については個々の消費者の蒙る被害が直接的であ

ることから、確約手続を利用することの可否、確約計画の具体的内容等について、特に

消費者側の意見を反映する機会が設けられるべきです。 



〇 また、将来的な同種被害を抑止するためには、不当表示の概要と承認された確約計画

の具体的内容について可能な限り公表が行われるべきです。 
 
２．「違反行為に対する抑止力の強化」について（第 9 回での報告書骨子案 p4～） 
＜意 見＞ 
  くり返し違反行為に対する割増算定率の適用、売上額の推計規定、実質的な違反行為

者と評価できる役員等の自然人に供給主体性・表示主体性を認めること、違反行為者に

対する業務停止命令等の検討、現在の算定率及び規模基準の検討等については、いずれ

も賛成です。 
＜理由＞ 
〇 くり返し違反の不当表示事案は、事業者単位としては従来あまり目立つ事例は多くな

いと考えられますが、そのような事例が今後発生した場合には通常の算定率による課徴

金賦課では抑止力として十分でなかったことになるので、割増算定率を適用できるよう

にすることは相当の判断であると考えられます。 
〇 悪質性の顕著な詐欺的消費者被害の場合には、特定の個人が法人格や法人名を変えて

同様の悪質商法を繰り返す事例が少なからず存在しますので、そのような自然人に対し

て供給主体性・表示主体性を認める必要性があると考えられます。 
〇 従来の課徴金算定率と規模基準については、課徴金制度の導入が不当表示の事前抑止

にどれだけ有効に機能しているか、課徴金制度導入後の運用状況を検証して再検討すべ

き時期に来ていると考えられます。 
 
３．特定適格消費者団体との連携について（第 9 回での報告書骨子案 p6～） 
＜意 見＞ 
 行政処分に際して作成された書類を特定適格消費者団体に提供できるようにすべきです。 
＜理 由＞ 
〇 景品表示法には民事的効果は無いものの、景表法違反の表示が不実告知等に該当し契

約の意思表示が取り消せる場合や、不法行為に該当する場合はあり、消費者裁判手続特

例法による集団的な被害回復が必要なケースがあります。しかし、特定適格消費者団体

が共通義務確認の訴えを提起するにあたっては、商品の内容、取引条件が実際どうであ

るのかを立証する必要があり、このためには調査権限を有する機関からの適切な情報提

供が極めて有効です。 
〇 現在の消費者裁判手続特例法第 91 条には特定商取引法、預託法に基づく処分に際し消

費者庁が作成した書類の提供が位置づけられ、既に施行規則が定められて運用されてい

ます。すでに請求と提供の実績がありますが、法執行への悪影響などの問題は発生して

いません。景品表示法についても追加的に位置づけていくべきです。 
 
４．表示の根拠に関する開示請求について（第 9 回での報告書骨子案 p8～） 
＜意 見＞ 
  適格消費者団体に表示の根拠に関する開示請求権を与え、あわせて、専門機関の協力

を促進する規定を設けるべきです。 



＜理 由＞ 
〇 事業者が行う商品・役務の品質・内容に関する表示が実際と異なること（優良誤認）

を立証することは、適格消費者団体だけでは困難であり、適格消費者団体による立証を

支援する何らかの措置が必要です。 
〇 景品表示法又は消費者契約法に、少なくとも適格消費者団体の立証責任の負担を軽減

するため、事業者への開示請求権を設けるべきです（努力規定ではなく、開示義務とし

てください）。そして、開示された情報を評価するためには科学的な知見を要する場合も

あることから、専門機関の協力を促進するための規定を設けるべきです。 
 

 
以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 
特定非営利活動法人 消費者機構日本 (担当；板谷) 
〒102-0085 東京都千代田区六番町 15 プラザエフ 6Ｆ 
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